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Ⅰ．特　報

「点検・整備で当たるけん！
　キャンペーン2018」
　　　　　　  開催中！！

　平成30年８月１日～平成31年１月31日まで開催中の「点

検・整備で当たるけん！キャンペーン2018」にたくさんご

応募いただき、ありがとうございます。去る９月10日（月）、

大辻指導専門委員長と、大西専務理事による抽選会を実施

し、当選されたお客様には、振興会からお知らせ文を同封

して額面１万円または５千円の点検整備サービス券を発送

しております。

　キャンペーンは始まったばかりです。どしどしご応募く

ださい！
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定期点検整備の促進及び会員事業場への入庫促進を図るために、平成30年度 

懸賞付定期点検整備促進キャンペーンを、「点検・整備で当たるけん！キャンペー

ン2018」と題して実施いたします。

今回は、国土交通省が近年「自動車点検整備推進運動」の重点項目としてお

ります、『長期使用車両〔初度登録（検査）年から10年を超える車両〕のユーザー

への点検・整備の必要性の啓発』を念頭に、よりメンテナンス費用の掛かる長

期使用車両をお持ちのお客様をメインターゲットに実施します。会員の皆様に

おかれましても主旨・目的をご理解のうえ、事業場でのポスターの掲示や、Ｄ

Ｍによるお客様へのご案内等、キャンペーンにご参加いただきますようお願い

申し上げます。

見　本

見本

見本

見本
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【  実　施　要　領  】
１．実施期間
　　2018（平成30）年８月１日（水）～ 2019（平成31）年１月31日（木）

２．応募資格
　１万円コース
　　（１）会員事業場において基本点検料3,000円以上の定期点検整備を実施した、初度登

録（検査）年 平成19年以前の車両
　　　　○対象車種及び点検の内容（事業用自動車は除きます。）

自家用軽自動車
１年点検自家用乗用車

自家用小型二輪車（250cc 超）
自家用小型貨物車 ６ヶ月点検

（注）定期点検整備実施によるご応募は、１台につき１回のみのご応募とします。

　５千円コース
　　（２）会員事業場において基本点検料3,000円以上の定期点検整備を実施した、（１）以

外の車両
　　　　○対象車種及び点検の内容（事業用自動車は除きます。）

　　　　　　（１）に同じ
　　（３）会員事業場において部品・用品の交換または購入された方

　　　　①　１回に3,000円以上ご利用の方

②　部品・用品の交換または購入による応募は、交換・購入ごとに１回応募する

ことができます。ただし、１回の整備作業工程で修理部品交換が複数あった場

合でも１回のご利用とみなします。

③　一度応募しても、実施期間中に再度3,000円以上の部品・用品の交換・購入

があれば、その都度応募することができます。

④　実施期間中に、当選した『点検整備サービス券』のご利用があった場合、ご

利用金額が3,000円以上であれば再応募できます。

３．賞　品

１万円コース
　額面1万円の『点検整備サービス券』が毎月40名、
　合計で240名様に当たります！
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５千円コース
　額面５千円の『点検整備サービス券』が毎月30名、
　合計で180名様に当たります！

４．応募方法（お客様が直接振興会に応募することはできません）
　　（１）専用応募用紙によるご応募

　専用応募用紙は、情報誌の誌面やホームページに掲載してあるものを印刷してご

利用ください。

　必要事項を全て応募用紙に記入し、毎月１か月分をまとめて振興会事務局宛に郵
送、ＦＡＸまたはお持込等でお届けください。

　　（２）振興会ホームページからのご応募

　キャンペーン特設ページに応募フォームを掲載しますので、応募フォームよりご

応募ください。

５．応募締め切りおよび抽選
（１）応募締め切りは、翌月５日（振興会休業日の場合は、翌業務日）とします。
（２）１月及び２月（最終）の応募締め切りは、それぞれ８日とします。
（３）抽選は、応募を締め切った日の10日後を目途に行います。

６．当選発表および賞品の進呈
　毎月の抽選後、当選者の該当する事業場へ当選通知を送付し、数日後に、当選者に対

し当選通知と共に『点検整備サービス券』を郵送します｡

７．告知方法
（１）テレビＣＭでの告知は実施しません。
（２）情報誌に掲載し、振興会ホームページに特設サイトを公開します。

（３）会員事業場にＤＭ用ハガキを30枚ずつ無料でお送りしますので、お客様へのご

案内をお願いします。ＤＭ用ハガキは、印刷用画像を振興会ホームページに公開

しますので、追加で必要な場合は印刷してご利用ください。

８．印刷画像のダウンロードおよび応募フォームのご利用
　ホームページに公開した印刷画像をダウンロードする際または応募フォームをご利用

になる際には、次のＩＤ、パスワードを入力してご利用ください。

ＩＤ：easpa　　パスワード：9562181　　（共に半角英数）
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９．『点検整備サービス券』の取り扱いについて
　　（１）お客様のご利用方法

①　『点検整備サービス券』は次回のご来店から使用できます。（車検・点検整備・

一般整備・オイル交換・部品用品購入等）

②　お客様のご利用期限は当キャンペーン終了から13か月間〔2020年２月29
日（土）まで〕とします。（有効期限をサービス券の表面に表示します。）

③　『点検整備サービス券』はどちらの会員事業場でもご利用可能です。

　　（２）会員事業場の対応方法

①　お客様から『点検整備サービス券』の提示があった場合は、額面金額を売上

費用から差し引いてください。

②　『点検整備サービス券』のご利用があったときは、サービス券の裏面に必要

事項をご記入のうえ、振興会にサービス券を持ち込み換金してください。

③　上記換金の期限は2020年３月31日（火）までとします。（換金有効期限をサー

ビス券の裏面に表示します。）

④　『点検整備サービス券』は、会員事業場において現金と引き換えはできません。

ただし、表示金額以下のご利用の場合の釣り銭の返金は、事業場の判断にお任

せします。
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Ⅱ．試験・講習会・研修会等のご案内

平成30年度整備主任者（技術）研修
＜大型自動車＞編開催のご案内

　平成30年度＜大型自動車＞技術研修の開催が＜二輪自動車＞に続き決定いたしました。
　＜大型自動車＞編を受講ご希望の方は、振興会／教育課まで申込みをお願いします。
　※技術研修については、１工場最低１名の整備主任者の受講が自動車分解整備事業者の
遵守事項（法律）により義務付けられています。（小型・大型のいずれかを受けていただ
ければ問題ありません。）

記

大型自動車　編
日　　　時 平成30年11月17日（土）午前10時～午後５時

（30分以上の遅刻または途中退出は、出席扱いになりません）

場　　　所
愛媛県自動車整備技能センター
松山市森松町1145 番地

【（一社）愛媛県自動車整備振興会自動車会館ではありません】

講　　　師 いすゞ自動車中国四国㈱

受　講　料 １名　　　　　￥５，０００－（資料代含む）
受講のみ１名　￥２，５００－

定　　　員
40名（定員になり次第締め切ります）
※定員を超えた場合は、１事業場１名とさせていただきますのでご
了承ください。

受講申込方法及び
締　切　日

この用紙をコピーし、必要事項を記入の上 11月５日（月）まで 
に振興会／教育課までお申込みください。

研 修 内 容
・キーレスライドシステム
・電動パーキング
・エアサスペンションシステム

技術研修＜大型自動車＞編 申込書

認証番号 ７０－ 事業場名

受講者氏名

FAX：089－956－2188（一社）愛媛県自動車整備振興会／教育課
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スキャンツール活用事業場応用研修のご案内
　平成30年度「スキャンツール活用事業場」認定制度※の応用研修を、下記日程で開催いたし
ます。
　この制度は、スキャンツールを活用して整備作業、診断作業の効率化を図るとともに、自動
車の電子制御装置の機能診断が実施できる整備事業場を認定することにより、ユーザーの信頼
を獲得することを目的とした制度となっております。
　この制度を生かして、お客様に対して自社の整備技術のアピールを行い、お客様に見える資
料を提示することにより、自社の収益確保並びにお客様の信頼アップにつなげていただければ
と思います。
　是非、たくさんの方のお申込みをお待ちしております。

１．開催支部、開催日、場所
開催支部名 開　　催　　日　　時 場　　　　　所

南予支部 11月19日（月）午前10時～午後５時 南予支部研修センター

西予支部 11月20日（火）午前10時～午後５時 西予支部研修センター

今治支部 11月21日（水）午前10時～午後５時 今治市越智郡自動車整備事業協同組合

東予支部 11月22日（木）午前10時～午後５時 東予地区自動車整備協同組合

中予支部 11月26日（月）午前10時～午後５時 愛媛県自動車整備技能センター

２．研修対象者
基本研修修了者又は日整連に認定された機関で基本研修と同等以上の研修を受講された方

※詳しくは振興会／教育課までお問合わせください。
３．研修内容 高度な診断・整備技術の習得
４．募集定員 各会場20名（各会場５名以下の場合は中止とさせていただきます。）
５．受講料及び資料代 ￥３, ０００－
６．講師 愛媛県自動車整備振興会
７．受講申込方法及び締切日　11月９日までにこの「スキャンツール活用事業場応用研修のご

案内」をプリントアウト（コピー）していただき 基本研修修了証 を添付のうえ申込みを
お願いします。（ＦＡＸ可）

スキャンツール活用応用研修 受 講 申 込 書　　ＦＡＸ０８９－９５６－２１８８

認証番号 7０－ 事業場名

受講支部名 整備士資格

生年月日

ふりがな

受講者氏名

・受講申込書記載内容に基づき、修了証を作成しますので、正確に記入してください。
＊この申込書に関わる個人情報等につきましては、本業務以外には使用いたしません。
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平成30年度
スキャンツール活用研修【ステップアップ編】開催のご案内

この研修は、コンピュータシステム診断認定店等の更なるレベルアップを目的に、自動車に

おける各装置の制御方法、それに伴う診断機データの見方など、車両の総合診断とお客様への

予防整備の提案について、今までよりも一歩踏み入ったより実践的な研修となっております。

＊本研修は、任意の研修でありコンピュータシステム診断認定店へ受講を強制するものではあ

りません。

１．開催の支部、日時、場所
支　部 日　　　　時 場　　　　所

南予 11月28日（水）午前10時～午後５時 南予支部研修センター

西予 11月29日（木）午前10時～午後５時 西予支部研修センター

今治 11月30日（金）午前10時～午後５時 今治市越智郡自動車整備事業協同組合

東予 12月３日（月）午前10時～午後５時 東予地区自動車整備協同組合

中予 12月４日（火）午前10時～午後５時 愛媛県自動車整備技能センター

２．研修対象者
・２級自動車整備士の方

・認定店を取得している事業場で、応用研修修了者の方　など

３．研修内容 エンジン制御・ボディー制御等、各装置の制御の考え方とデータの見方など、

車両の総合診断とお客様への予防整備の提案について

４．募集定員 各会場10名（各会場２事業者未満の場合は中止とさせていただきます）

５．受講料 ￥２, １６０－

６．講師 愛媛県自動車整備振興会

７．申込方法及び締切日　11月９日までに下記「スキャンツール活用研修【ステップアップ編】

受講申込書」本ページをプリント又はコピーのうえ記入していただき、申込みをお願いし

ます。

スキャンツール活用研修【ステップアップ編】受講申込書　ＦＡＸ０８９－９５６－２１８８

認証番号 7０－ 事業場名

受講希望の
支部名

整備士資格

生年月日

ふりがな

受講者氏名

・受講申込書記載内容に基づき、修了証を作成しますので、正確に記入してください。
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～商工組合　人材養成講習 第２弾　ヘッドライトリフィニッシャー～

『ヘッドライトを本気にさせろ！』
１．講習内容　　ヘッドライトクリア塗装
２．講　　師　　コルハート株式会社、Ｈｏｌｔｓ（ホルツ）

≪商品概要≫メーカー：Ｈｏｌｔｓ（ホルツ）
・ヘッドライトの透明感を長時間持続させる専用クリア塗装で黄ばんだヘッドライトが

新車の明るさを取り戻します
・耐久期間２年以上の高耐久塗料採用
・コーティング剤と比較にならない膜厚で保護
≪こんな組合員様にオススメです≫
・現在使用しているヘッドライトコーティング剤の持続期間が短く、お困りの組合員様
・新サービスの取り組みをお考えの組合員様
・鈑金塗装に力を入れている組合員様

３．受講料　　無料
４．開催日時及び場所
開催支部 日　　　　　時 会　　　　場

東予
平成30年11月12日（月）

10：30～12：00 東予自動車会館

今治 14：30～16：00 今治市越智郡自動車整備事業協同組合

南予

11月13日（火）

10：30～12：00 南予支部技能研修センター

西予 14：30～16：00 西予支部研修センター

中予 18：00～19：30 愛媛県自動車整備技能センター

５．申込方法　　下記の申込書にご記入のうえ、ＦＡＸ等でお申込みください。
６．申込締切　　平成30年10月31日（水）
７．定　　員　　各会場25名（定員になり次第締め切らせていただきます。）

※募集人数が５名に満たない場合は、近隣の支部との併催又は中止となります。

・・・・　＜人材養成講習　参加申込書（コピーしてご利用ください）＞　・・・・

　商工組合　行き　　ＦＡＸ：０８９－９１４－８４１２

認 証 番 号
事 業 場 名

四運証第70－　　　　　　号

参 加 者 氏 名

希 望 会 場
（○印をしてください）

11/12
東予

11/12
今治

11/13
南予

11/13
西予

11/13
中予
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平成30年度  自 動 車 検 査 員 研 修
　平成30年度自動車検査員研修が下記のとおり開催されますので、お知らせいたします。

記
１．研修日時及び場所

日　時 地区（振興会ブロック） 場　所（会　場）

９月20日（木） 13：30～16：30 西条、西条西 西条市丹原文化会館

９月21日（金） 14：00～17：00 城北、城南、三津、上浮穴 愛媛県生涯学習センター（定員120名）

９月25日（火） 13：30～16：30 桜井、今治東、大三島、
伯方、大島 今治市越智郡自動車整備事業協同組合

９月27日（木） 14：00～17：00 城西 愛媛県生涯学習センター（定員120名）
10月１日（月） 13：30～16：30 川之江、伊予三島、土居 紙産業技術センター

10月２日（火） 14：00～17：00 11号線（１回目） 愛媛県生涯学習センター（定員120名）
10月３日（水） 14：00～17：00 33号線北、33号線中央 愛媛県生涯学習センター（定員120名）
10月４日（木） 13：30～16：30 新居浜南、東 東予自動車会館

10月５日（金） 14：00～17：00 33号線南、北条、伊予市・郡 愛媛県生涯学習センター（定員120名）
10月９日（火） 13：30～16：30 新居浜ディーラー、西 東予自動車会館

10月11日（木） 13：30～16：30 宇和島東部、中部、鬼北、津島 津島やすらぎの里

10月12日（金） 14：00～17：00 56号線 愛媛県生涯学習センター（定員120名）

10月15日（月） 13：30～16：30 内山、大洲西、八幡浜、半島、
三瓶、野村 西予支部研修センター

10月17日（水） 13：30～16：30 宇和島南部、吉田、南宇和 津島やすらぎの里

10月19日（金） 13：30～16：30 長浜、大洲東、中央、宇和 西予支部研修センター

10月22日（月） 13：30～16：30 今治西、南、朝倉、今治北、
中央、大西・菊間 今治市越智郡自動車整備事業協同組合

10月23日（火） 14：00～17：00 11号線（２回目） 愛媛県生涯学習センター（定員120名）

●　中予会場は、支局庁舎建替え工事の影響で、会場を『愛媛県生涯学習センター』としました。
会場の定員が120名となっておりますので、対象地区を分けて研修を実施いたします。ご迷
惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

●　中予以外の会場に於いても、駐車場の都合上、対象地区を分けて研修を実施いたします。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

●　同一事業場に複数の検査員を選任している場合は、この限りではありません。

２．研修内容　指定自動車整備事業関係事務処理要領第11条第１項に定める事項及び自動車検
査員として必要な事項

３．講師　愛媛運輸支局 陸運技術専門官

４．研修資料、資料代及び研修会開催費　※資料についての詳細は、次ページ参照
（１）自動車検査員必携〔（四整連発行）現在の追録は第17号〕を必ずご持参ください。
（２）平成30年度自動車検査員研修資料：定価１，５００円（税込）
（３）研修会開催費：１名　７００円（税込）

済
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自動車検査員研修で使用する資料について

使用する資料は、２種類あります。

１．自動車検査員必携（教習・研修資料）〔（四整連発行）現在の追録は第17号〕　

『自動車検査員必携（教習・研修資料）
四整連』です。
追録17号まで差し替え済みであることを
ご確認の上、ご持参ください。

２．平成30年度自動車検査員研修資料　　　　定価１，５００円（税込）
※　四国運輸局ホームページに掲載されているものを印刷し、ご持参いただいた場合

は、研修資料代は不要です。印刷までの手順は次のとおりです。

四国運輸局ホームページ → 組織別情報（自動車技術安全部）

　→ 整備主任者・自動車検査員研修資料 → 自動車検査員研修資料（平成30年度版）

５．その他
（１）自動車検査員と整備主任者を＜兼務＞している方が本研修を受講した場合は、今年度の

整備主任者法令研修に出席したこととみなされます。
（２）筆記用具及び指定番号のメモをご持参ください。
（３）正当な理由により出席できない場合は、事前に愛媛運輸支局 検査・整備・保安部門（TEL：

０８９－９５６－１５６１）までご連絡ください。
（４）各会場共に駐車できる台数が限られています。公共交通機関の利用や、お車の乗り合わ

せをお願いします。お車でお越しの場合は、各会場のルールを守って駐車してください。
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　平成30年度　整備主任者法令研修が次のとおり開催されますので、お知らせいたします。

注１．川之江会場は、自動車検査員研修と会場が異なりますのでご注意ください。
注２．自動車検査員を兼務している方は、平成30年度自動車検査員研修（12ページ）を受講し

てください。
注３．自動車検査員教習を受講予定の方は、必ず受講してください。

１．研修日時及び場所

日　　　時 対象地区（振興会ブロック） 場　　所 （会　場）
10月24日（水） 13：30～ 川之江、伊予三島、土居 川之江ふれあい交流センター
10月25日（木） 14：00～ 城西、33号線中央 愛媛県生涯学習センター（定員120名）
10月26日（金） 13：30～ 内山、長浜、大洲中央、三瓶 西予支部研修センター
10月30日（火） 13：30～ 宇和島東部、宇和島中部、南宇和 津島やすらぎの里
10月31日（水） 14：00～ 11号線 愛媛県生涯学習センター（定員120名）
11月１日（木） 13：30～ 新居浜ディーラー、新居浜南 東予自動車会館
11月２日（金） 14：00～ 城北、三津 愛媛県生涯学習センター（定員120名）

11月５日（月） 13：30～ 桜井、大西 ･ 菊間、大三島、伯方、
大島 今治市越智郡自動車整備事業協同組合

11月８日（木） 13：30～ 大洲東、大洲西、八幡浜 西予支部研修センター
11月９日（金） 14：00～ 城南、33号線南 愛媛県生涯学習センター（定員120名）
11月12日（月） 13：30～ 宇和島南部、吉田、鬼北、津島 津島やすらぎの里
11月13日（火） 14：00～ 北条、上浮穴、伊予市・伊予郡 愛媛県生涯学習センター（定員120名）
11月15日（木） 14：00～ 56号線 愛媛県生涯学習センター（定員120名）
11月16日（金） 13：30～ 今治西、今治南、朝倉 今治市越智郡自動車整備事業協同組合
11月19日（月） 13：30～ 半島、宇和、野村 西予支部研修センター
11月22日（木） 13：30～ 西条、西条西 西条市丹原文化会館
11月26日（月） 13：30～ 新居浜東、新居浜西 東予自動車会館
11月27日（火） 13：30～ 今治東、今治北、今治中央 今治市越智郡自動車整備事業協同組合
11月30日（金） 14：00～ 33号線北 愛媛県生涯学習センター（定員120名）

●　中予会場は、支局庁舎建替え工事の影響で、会場を『愛媛県生涯学習センター』としました。
会場の定員が120名となっておりますので、対象地区を分けて研修を実施いたします。ご迷
惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

●　中予以外の会場に於いても、駐車場の都合上、対象地区を分けて研修を実施いたします。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

●　同一事業場に複数の整備主任者を選任している場合は、この限りではありません。

平成30年度　整備主任者法令研修平成30年度　整備主任者法令研修

次のページに続く
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２．研修対象者　　現在、整備主任者として選任している方

３．研修内容　　自動車整備事業に関する法令及び通達、その他整備主任者として必要な事項

４．講師　　愛媛運輸支局　検査整備保安部門　職員

 軽自動車検査協会愛媛事務所　職員

５．研修資料代及び研修会開催費（税込）　　※資料についての詳細は、下記をご覧ください。

　　（１）研修資料代　　（２冊）　１，５００円（予定価格）
　　（２）研修会開催費　（１名）　 　８００円

６．その他

　　（１）筆記用具をご持参ください。

　　（２）出席名簿に認証番号の記入が必要になりますので、ご準備をお願いします。

（３）正当な理由により出席できない場合は、事前に愛媛運輸支局 検査整備保安部門まで

ご連絡ください。（ＴＥＬ：０８９－９５６－１５６１）

（４）各会場共に駐車できる台数が限られています。公共交通機関のご利用や、お車の乗り

合わせをお願いします。お車でお越しの際は、各会場のルールを守って駐車してくだ

さい。

整備主任者（法令）研修で
使用する資料について

使用する資料は２種類あり、各会場の受付で販売します。
≪内訳≫

◦平成30年度　整備主任者研修資料（全国共通教材） 定価：８００円（税込）

◦平成30年度　整備主任者研修資料（地域教材）  予定価格：７００円（税込）

　※　四国運輸局ホームページに掲載されているものを印刷し、ご持参いただいた場合は、

研修資料代は不要です。印刷までの手順は以下のとおりです。

　四国運輸局ホームページ → 組織別情報（自動車技術安全部）→

　整備主任者・自動車検査員研修資料　→　整備主任者研修資料　地域教材（平成30年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整備主任者研修資料　全国教材（平成30年度）
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ATF＆ CVTFの交換に自信ありますか？

ATF＆ CVTFの役割
ATF＆ CVTF交換の判断と
　　　レベルゲージ無しCVTFの交換方法

　ATF ＆ CVTF の交換は壊れるかもしれないと恐れていませんか？
　無交換と書かれている CVTF 等は本当に無交換でいいのか？ ATF ＆ CVTF の役割は何か？
　このような疑問にお答えする為、下記の通り講習会を開催します。
　エンジンオイルの交換だけでなく、ATF、CVTF の交換、SOD-1Plus を活用し、自動車の予
防整備、そして収益アップを目指しませんか？多数の参加をお待ちしております。

記

１．日　時　及び　会　場

日　　付 時　　間 支部 会　　場

11月８日（木）
９：30～12：00 西予 西予支部研修センター
14：00～16：30 南予 南予支部技能研修センター

11月９日（金）
９：30～12：00 今治 今治市越智郡自動車整備事業協同組合
14：00～16：30 東予 東予自動車会館
18：00～20：30 中予 愛媛県自動車整備技能センター

２．講 習 内 容　　①「ATF&CVTF の役割」
②「ATF&CVTF 交換の判断とレベルゲージ無し CVTF の交換方法、

SOD-1Plus を投入することでの効果」
３．講　　　師　　① 日本サン石油㈱　担当者　　　② ㈲ D １ケミカル  担当者
４．申　込　み　　必要事項を記入の上、平成30年10月26日（金）までに振興会教育課まで

申し込みをお願いします。
５．受　講　料　　１，０８０円（税込）
６．資　料　代　　無料
７．定　　　員　　各会場25名（定員になり次第締め切らせていただきます。）
　　　　　　　　　※募集人員が５名に満たない場合は、隣の支部と合同開催又は中止となります。

受 講 申 込 書　 　　申込日　　　年　　　月　　　日

認証番号 ７０－ 担当者 参加人数 人

事業場名

ＴＥＬ Ｆ Ａ Ｘ

受講希望会場
○で囲んでください

西　予
９:30～12:00

南　予
14:00～16:30

今　治
9:30～12:00

東　予
14:00～16:30

中　予
18:00～20:30

ATF レベルゲージレス車又は５万キロ以上無交換車
（フルードはご持参いただくか、有料にてプロワークス ATF/CVTF をペール缶で

ご用意させていただきます。1缶 ATF¥9,396/CVTF¥12,204税込）
あり なし

振興会教育課行き　TEL：089－956－2181 　FAX：089－956－2188
※日本サン石油㈱：開発から製造まで国内の自社工場で一貫生産している会社です。
　㈲ D1ケミカル：万能添加剤 SOD-1Plus の販売、施工している会社です。
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愛 媛 運 輸 支 局
新庁舎への移転のお知らせ

Ⅲ．お知らせコーナー

　新庁舎の完成に伴い、11月５日（月）より新庁舎で業務を開始します。

　工事中はご不便をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

　新庁舎移転後は、仮庁舎を取り壊す予定です。ご迷惑をおかけします

が、ご理解のほどよろしくお願いします。

【お問合せ先】	 四国運輸局愛媛運輸支局　総務・企画観光部門　
	 TEL：０８９－９５６－９９５７
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事業用自動車等（別表３）、
被牽引自動車（別表４）の
点検整備記録簿について

　平成30年10月１日より自動車点検基準の一部が改正され、車両総

重量８トン以上または乗車定員30人以上の大型自動車の点検項目に

ついて下記の項目が追加されます。

追加点検項目
　　□※スペア・タイヤ取付装置の緩み、がた、損傷

　　□※スペア・タイヤの取付状態

　　□※ツール・ボックスの取付部の緩み、損傷

　上記の点検項目の追加に伴い、現在ご使用中の記録簿につきまし

て、別表３については「メンテナンスに関するアドバイス」欄に、

別表４については、「保安基準に関するその他の主な点検整備項目及

び依頼事項」欄に上記の項目をご記入のうえご使用ください。或いは、

追加点検項目のゴム印を押印してご使用くださいますようお願いい

たします。

　尚、ゴム印につきましては振興会窓口にありますので、必要な場

合は、ご使用中の記録簿を窓口まで持参いただき、各自で押印して

いただきますようお願いいたします。
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愛媛県最低賃金の改正の
お知らせ

　愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される愛

媛県最低賃金を改正し、平成30年10月１日から施行す

ることとなりました。この決定により労働者に支払う賃

金は、１時間764円以上となりましたので、お知らせし

ます。

　なお、詳しくは、愛媛労働局賃金室又は最寄りの労働

基準監督署へお問い合わせください。
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－振興会会費納入のお願い－

　秋冷の候、会員の皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

　日頃は、当会の事業推進にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、平成30年度振興会後期会費を下記の要領で納入していただきますようよろしくお

願いします。

記

自動振替の方

　１．年間会費　　36,000円（前期金額18,000円、後期金額18,000円）

　２．後期振替日

　　　○　伊予銀行・愛媛銀行扱い　　　11月５日（月）

　　　○　上記以外の金融機関扱い　　　11月12日（月）

※ 上記、振替日に引き落としさせていただきますので、指定口座の残高確認をお願いし

ます。

自動振替以外の方

１．年間会費　　36,000円（前期金額18,000円、後期金額18,000円）

２．納入期日　　後期分 10月末日

３．振込みを希望される方（振込手数料はご負担願います。）

　　○　伊予銀行  　 森松支店   普通　１１９３０８６

　　○　愛媛銀行　　森松支店　普通　０６０３０２５

　　○　名 義 人　　（一社）愛媛県自動車整備振興会　会長　日野利一

※上記の通り､ 事務局持参又は金融機関に振り込みをお願いします。
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　全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例（苦情・問い合せ含む）のうち、今月は、10件を掲載いたします。

Ｃａｓｅ１　代車で事故をされたが、その対応につい
て確認したい
平成30年２月22日　兵庫県　事業者
車名：軽自動車　　登録年月：不明
走行距離：不明

【相談】
ユーザーＡが過失なしの事故に遭い、弊社で車を修

理することになった。その際、弊社所有の軽自動車を

代車に出したが、その代車でＡが駐車中の車（２台）

に衝突した。Ａは『他車運転特約』に加入しており、

事故相手となった２台は保険で損害賠償できるのだ

が、Ａは車両保険に入っておらず、弊社の代車が保険

で担保されず、Ａの自費修理となる。費用は概算で約

30万円だが、古いので車両評価額はほぼない。車を貸

し出す時に口頭で「事故した時の修理費用はお客様負

担」という約束はしているが、書面では行っていない。

また、元々、代車として貸し出した時に保険会社から

工場代車の「謝金」として３千円／日を受け取ること

になっている。修理している間、この費用は請求でき

るのかも知りたい。また、ユーザーに修理費用30万円

を負担して貰うことが法的に問題ないか、確認してお

きたい。

【対応】
難しい話だが、とりあえず、代車費用に関しては「貸

し出していない修理期間」の費用請求はおかしいと思

う。修理にかかる概算費用についても、見積りが30万

円でも評価額を考えると満額を受け取ろうとするのは

いかがなものか。代車を貸し出す時に「契約書」を作

りサインを貰うといったことは講習会でも提案してい

るが、それすら「御守」程度の考え。貸し出す人の保

険の加入状況などを確認したうえで書面を作成するよ

う指導・提案してきた。講習会を受けてそういったこ

とを知っていながら、記帳や誓約書を取らず、おざな

りにしていて今回の相談になった。揉めた事例も講習

会で数多く説明してきたし、トラブルが発生したら振

興会に出来ることは何もないという話もしている。と

はいえ、現時点でそんな話をしても仕方がない。ユー

ザーが面倒なことを言っている訳でもないのでよく話

をして双方が歩み寄って話をまとめるのがいいし、法

的に、という話なら弁護士に相談することになると

言って、相談を終えた。

Ｃａｓｅ２　車検を受けてからハンドルの調子が悪く
なった
平成30年２月23日　大阪府　女性
車名：乗用車　　登録年月：不明
走行距離：約100,000㎞

【相談】
平成29年８月、長年取引しているディーラーに車検

をお願いした。見積りの中で「右前タイヤの内側に付

いている部品は車検に通らないので交換する」と言わ

れ、承諾して完成した。納車後しばらくしてハンドル

の向きが日に日に傾いてきたので、数日後に調子伺い

の電話が入った時に苦情を言ったら、「また持ってき

てください」とそれだけで終わった。こちらも仕事が

あるので我慢して乗っていたが、走行も不安定だしハ

ンドルを切る時に異常に重くなってきたので会社の友

達に見て貰うと右前のタイヤが左前に比べて外に向い

全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例のご紹介
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ており、「このまま乗ったら危ない」とＪＡＦを呼ん

でくれた。ＪＡＦの方も「この状態でよく乗っていま

したね、絶対に乗ってはいけません」と言われたので、

ディーラーに運んで貰った。仕事があったので次の日

にディーラーに行ったら、前日電話して入庫したのに

手付かずで駐車場に置かれていた。「すごい事になっ

ていますね」とディーラーの従業員に言われたが、「原

因は何ですか」と聞いても「まだ見てないのでわかり

ません。タイヤは交換しないとダメですね」と言われ

たので、「自分の行きつけのタイヤ販売店に持って行っ

てタイヤを交換したい」と言ったら渋々だが出庫させ

てくれた。その足でタイヤ販売店に持ち込んでリフト

アップして貰ったところ、「右のタイロッドエンドの

ロックナットが締まっていません。部品が新しいので

どこかで交換して締め忘れているのでは」とリフトに

入れて見せてくれた。また、タイヤもワイヤーが出て

おり、タイヤ販売店の好意で入庫時と調整後のアライ

メント？の数値が書かれた伝票を貰った。ディーラー

に置いていると自分達のミスを隠されてしまう気がす

るぐらい店員の対応を不信に思い、車を持ち出した。

店長とその後話をしているが、車検の時のミスである

とか、ＪＡＦで運ばれた後に車両点検（安全性の確認）

もしないうちに出庫させたこととかに対して謝罪がな

く、何故タイロッドエンドのロックナットが締まって

いなかったのか全く説明をしてくれない。何処に言え

ばいいのかとインターネットで調べたら、振興会のこ

とが出ていたので相談しようと思い電話したとのこ

と。

【対応】
始めはかなり怒って声も聞き取りづらいくらい大き

かったが、だんだん落ち着いてきて会話ができるよう

になった。振興会の立ち位置と事実確認の電話をする

承諾を頂き、「納得されていない部分を、ディーラー

から説明してくださいとお伝えします」と言って、電

話を切った。ディーラーに電話したが、店長が不在で

サービスマネージャーに話を聞いた。「今回のことは

当店の作業ミスだと店長も認識していますし、相談者

にも謝罪をさせていただいたと思います。調子伺いの

時に苦情を言われていたことは初めて聞きました。今

後フォロー担当者から調子伺いの結果報告をするよう

に徹底させます」とのこと。話の内容でサービスマ

ネージャーと店長の間で共有不足を感じたのでトラブ

ル内容を質問したら、「店長が相談者と話をしている

ので、私はよく知りません」と返答されたので、「サー

ビスの責任者ですよね？店長が不在の時に相談者から

連絡が入ったら『知りません』では済まないのでは？

店舗のトラブルですよ。タイヤ販売店の裏も取ってな

いようですが、本当にロックナットが緩んでいたので

すか？」と言うと、「タイヤ販売店に確認に行きます。

店長とよく話をして情報の共有をします」とのこと。

「相談者の納得されていないことを、ご説明してあげ

てください」とお願いし、電話を切った。２月26日、

ディーラー本社カスタマーサービス部から電話があっ

た。「会社の上の方から振興会さんに迷惑かけている

ので、午後からでもトラブルの中途連絡を報告に行く

ように言われています。何時頃なら伺ってよろしいで

すか？」と言われたので、「振興会への報告は結構で

す。お客様と店舗のトラブルに力を貸してあげてくだ

さい」と言って、電話を終えた。

Ｃａｓｅ３　ホイールの交換作業後、高速走行中に異
常振動発生
平成30年２月26日　兵庫県　男性
車名：乗用車　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
ホイールを購入しようと量販店を訪れたら、“試着”

できるというので試着して走行させて貰った。しか

し、フィーリングが合わず結局交換せずに店を後にし

たのだが、そのすぐ後、高速道路を走行中「がたがた」

とした振動があり、不安になった。振動はだんだん大

きくなり、音もし始めて怖くなったので、いつも行く

ディーラーに車を持ち込んだところ、「ホイールボル

トが緩み、事故をしていてもおかしくない状態だった」
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と言われた。ホイールの交換作業をしたすぐ後なので

その量販店に電話をしたところ、「閉め忘れがあった

かもしれない」ということは認めたが、「事故をした

わけでもなく、車両の損傷もないのならいいではない

か？」と言われた。この言いぐさが気に食わない。整

備工場というのは、どこもこのような感じなのか？

【対応】
なかなか難しい話だが、その量販店は当会会員事業

者か？と聞き所在地で確認したがそこに工場はない。

一般論で今回の話を聞くと、事業場の接客マナーはお

粗末と言える。しかし、各社各様、経営方針というも

のがある。事業場がそのような接客で社員教育をして

いれば、経営方針の根幹であり当会会員であっても「お

客様から接客態度について苦情がありました」と伝え

る程度。非常に言いにくいが、「現時点では二度と行

かない」くらいの抵抗しかない。腹に据えかねる思い

があるので他に相談できるところがないかと言うの

で、消費生活センターを紹介し、相談を終えた。

Ｃａｓｅ４　依頼が全損修理から乗り換えに変わった
が、代車費用は？
平成30年２月26日　兵庫県　事業者
車名：乗用車　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
相手過失100：０の事故に見舞われた弊社顧客Ａが、

見積り料金を鑑み、全損にして車を乗り換える交渉を

してきた。入庫時には工場代車を貸し出しており、修

理完了までは代車費用を支払うと保険会社から言われ

ていた。Ａはすぐに次の車を決め差額の支払いもまと

まったが、保険会社は全損扱いになり乗り換えになっ

たので、乗り換えが決まってからの代車費用は支払わ

ないと言う。納車までに行政の手続きはある。それ以

外に特に納車を引き延ばすようなこともしていない。

修理をするなら直るまで代車を保証すると言ったの

に、乗り換えだと納車までの代車費用は支払えないと

いうのがどうにも納得できない。保険会社の言うこと

は正しいのか？

【対応】
保険会社がそう言っていることに納得できないので

あれば、Ａが保険会社と（弁護士費用特約等の使用も

視野に入れて）争うことになる。代車を必要としてい

るのはＡであり、レンタカーも考慮すべき。御社はこ

の事故に関しては第三者。また、レンタカー事業の営

業許可を持っていないので有償での貸渡しはできな

い。何度も言うが、保険会社と代車費用の交渉をする

のは代車を必要としている本人のＡ。御社ではない。

実費についてはＡと御社が後で相談することになるは

ずと説明すると、得心して電話を切った。

Ｃａｓｅ５　取引を停止したいユーザーがいる
平成30年２月26日　兵庫県　事業者
車名：軽自動車　　登録年月：不明
走行距離：不明

【相談】
整備相談ではないが、「顧客対応について教えて欲

しい」との問い合わせ。車はディーラーで購入し、修

理は弊社で行うユーザー。修理だけならいいのだが対

応やちょっとした言葉尻を捉え、１時間以上の苦情を

言い、時には蒸し返す。最近はその度合いが異常で、

元金融関係に勤めていた（と自分で言う）らしく、暴

力的なことは一切言わないが、来店しては業務に支障

が出るほどの苦情を言う。他のお客様もいることがあ

り、迷惑でもある。明らかな営業妨害だし、対応する

従業員が困っている。苦情の電話は録音し、来店時の

様子はカメラで録画もしているが、何度も言うように

犯罪になるようなことはしない。このような客が来な

くなる方法、対応があれば教えて欲しい。

【対応】
何もトラブルになっていないのであればアドバイス
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もありきたりになる。『契約自由の原則』を持ち出して、

「修理は請け負えません」ということを言えばどうか。

それを言ってユーザーから「何故か？」と問われても、

それに答える義務はない。単に「できません」と繰り

返すだけでいい。問題はそれを毅然とこなせるかどう

か、御社次第。元金融マンならその対応がどういうも

のかわかろうというものだが、なかなか難しい。ちな

みに、銀行などで『契約自由の原則』を持ち出す時は「総

合的判断です」とだけ答えているようだ。他の方法が

思いつかないが、顧問弁護士がいる（という話）のなら、

そちらへお願いしてもいいと思う。

Ｃａｓｅ６　新車から付き合っているディーラーの整
備士に不満
平成30年２月27日　大阪府　女性
車名：乗用車　　登録年月：平成25年２月
走行距離：不明

【相談】
この２月５日に新車から付き合いのあるディーラー

に車検を依頼。事前見積りで内容を決めて、車を預け

て帰った。数時間後に店舗から電話があり「左ドアミ

ラーのターンレンズ部に結露があって、車検に不合格

なのでＡＳＳＹ交換したい」とのことで、車検に通ら

ないならと交換を承諾した。翌日完成連絡を貰ったの

で引き取りに行って、交換した部品を見せて貰いなが

らわかりやすく作業説明をして貰った。「今はもう結

露していませんが、車検の時にはひどく結露していま

した」と言われたので、「１年半前に可倒部の故障で

ＡＳＳＹ交換したのに」と文句を言ったら、「何かに

ぶつけたのではないですか？」と言う。が、交換した

部品は全くの無傷で当てた覚えもない。実は説明をし

ている担当整備士は、ドアミラーの格納がおかしかっ

た１年半前にも担当していた。６ヶ月点検も兼ねて左

右ドアミラーの格納が途中で止まる故障の点検もお願

いしていたのに、「現象が出なかったので様子を見と

いてください」と言うだけで、私が乗って帰る時に現

象が再現し「何を点検しているの！」と怒ったことが

あった。結局、可倒部の故障でモーターの交換をお願

いしたのに左右のミラーを破損させＡＳＳＹ交換に

なった等の不満、不信があり、以前からあまり良く思っ

ていなかったとのこと。

＜相談者の質問＞

①１年半しか経過していないのに、ミラーレンズ部に

結露ができるものなのか？

②ドアミラーのウインカーレンズが結露していたら車

検に不合格なのか？

【対応】
①の質問に対しては、「メーカーの純正部品センター

も製品を箱詰めするまでに何度も検品してから出荷して

ますでしょうし、ディーラーの方も１年半でレンズが結

露するなどと思って取付けはしてないはずです。交換部

品を持って帰っているとのことなので、ディーラーに部

品の調査をして欲しいと連絡してみましょうか？」と

言ったところ、「今後も長くあの店とは付き合いたいの

で連絡は結構です。あまりにも部品が悪くなるのが早

かったので、少し気になったものですから。交換した部

品をどうするのかと聞いた時に破棄するだけだと聞き、

捨てるだけならメーカーに悪い部品を出荷したというこ

とが伝わらないと考えました」とのこと。

②の質問に対しては、「車両の灯火は視認距離面積

の保証がとれない、つまり結露によって決まった面積、

決まった距離から認識できないと車検に不合格となり

ます」と説明したところ、納得していただいた。なお、

「車検後のアンケートがディーラーから来ているので、

１年半で悪くなったドアミラーの件も書いて返信しま

す」とのことだった。

Ｃａｓｅ７　新車の安全装置の誤作動でディーラーと
トラブルになっている
平成30年２月27日　大阪府　男性
車名：不明　　登録年月：不明　　走行距離：不明
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【相談】
２月３日に納車して貰った新車で、運転支援の安全

装置が誤作動を起こした。

①オートマチックハイビームが対向車に向かってハイ

ビームを照らす。

②中速で走行中に、前に何も無いのに急制動気味にブ

レーキがかかる。

操作方法はディーラーに確認したが、間違っていな

かった。恐かったのでディーラーに預け点検して貰っ

たところ、「コンピューター診断をかけます。同型車と

乗り比べする」とのこと。見ないとわからないとのこ

とだったが、１日だけで返却された。「正常です。同型

車が無かったので試乗だけしました」とディーラー担

当者。車を返されて乗って帰る時に今までと作動が変

わっていた。助手席のシートベルトをしていないのに

ピーピー言わなくなったり、オートマチックハイビー

ムでハイビームが点かなくなっていた。おまけに普通

に右折ラインに並ぼうと減速したら、いきなりブレー

キアシストが作動してタイヤがロックした。ディーラー

に苦情の電話を入れたら、「ちょっとお話があるので

19時30分に当社に来てください」と言われ出向いたら、

「これ以上クレーマーなことを言うのなら、顧問弁護士

を出すから覚悟しとけ！」と脅しのようなことを言わ

れた。それ以来、車の点検を全く受け付けてくれず、

見ようともしない。実は名義は自分だが使用者（運転

者）は別で、使用者に「今までの謝罪に来い！」と連

絡があり、恐かったので使用者が土下座に近い謝罪を

させられた。「こんなディーラーの対応がまかり通るの

か！！」と思い、振興会に電話したとのこと。

【対応】
自分のガス抜き的なしゃべり方で、「こんなんで良

いのか？これがディーラーのすることか？警察に言っ

たらいいのか？何処に相談したらいいのか？振興会は

何をしてくれるのか？」とエキサイトしてきたので、

「振興会には強制力はありません。メーカーの相談窓

口には電話しましたか？法的な話を希望されています

が、弁護士の知り合いとかはいませんか？」と聞くと、

「振興会はその程度なのか。明日、その弁護士に会っ

て相談するつもりなので、その前にメーカーにも電話

してみる」と言って、電話を切られた。

Ｃａｓｅ８　ヘッドランプバルブを交換してからライ
トに水が溜まる
平成30年３月１日　大阪府　男性
車名：軽自動車　　登録年月：不明
走行距離：不明

【相談】
半年くらい前に片側のヘッドランプバルブが切れた

ので、ディーラーＳ店でバルブの交換をして貰った。

ハロゲンバルブからＨＩＤに改造しているので、交換

部品もＳ店で準備して貰った。交換１ヶ月後ぐらいに、

片側のヘッドライト内に水滴が付いていることに気が

付いた。すぐにＳ店の担当アドバイザーに連絡したが、

自分も仕事が忙しいのもあって再入庫する日が決めら

れなかった。最近になって水が２㎝くらい溜まってき

ていることに気が付いて入庫日を決めたが、Ｓ店の担

当に相談したら「ヘッドライト内の水を抜いて中を乾

燥させてシーリングしましょうか？」とのことだった。

水滴に気付いた時に知り合いのディーラーに相談した

ところ、「水滴のタイミングがバルブ交換作業時期と

近いので、交換時の配線の取り回し不備か防水カバー

の取付けの不備ではないか？」と言われた。自分とし

たら作業ミスしかないと思っているのに、水を抜い

て乾燥だけでは納得できない。前から見ても水入りの

ヘッドランプが黄ばんでおり、漂白みたいなこともし

て貰わないと左右で色が違ってかっこ悪い。振興会か

ら、左右が色違いにならないようにＳ店に注意して欲

しいとのこと。

【対応】
振興会の立ち位置を説明し、事実確認の電話する承

認を頂いたので、「ヘッドライトの水入りの原因もま

だ調べて貰っていないので、点検して貰って、納得頂
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けるように話し合って貰えるように話をします」と

言って、電話を切った。Ｓ店の担当に電話。「お客様

の話は大体その通りです。もし当店の作業ミスなら

ヘッドライトユニットの新品交換を副店長と相談して

決定していますし、メインで使用されている奥様に再

入庫日の確認電話をした時にお伝えしています。３月

５日にご主人が入庫されるので、エンジニアと対応さ

せていただきます」とのことだった。

Ｃａｓｅ９　マフラーの異常音がまた鳴り始めた
平成30年３月１日　兵庫県　男性
車名：不明　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
マフラーからの異常音を訴え、貴会に連絡したこと

がある。その際、貴会が連絡してくれたから、それま

で“のらりくらり”していた事業者がマフラーを交換

してくれ、異常音は消えた。しかし、最近、再び鳴り

始めた。クレーム期間が過ぎているが、この異常音は

最初から出ていたもの。車のクレーム期間が過ぎても

マフラーは一度交換しているので、同じトラブルであ

るなら無償対応しないといけないはずだ。異常は異常

で間違いない。貴会の見解が聞きたい。

【対応】
以前、当該事業場がクレーム対応をしなかったのに

当会が連絡したらマフラーを無償交換してくれた、と

いうのは思い違いである。あの時にも話をしたが、販

売店はマフラーを交換しても音は消えないと言ってい

たし、音そのものも正常だと聞いた。それを伝えた

ら、「あなたは販売店に言いくるめられよって」と私

に激高し、それを異常だと言って聞く耳を持たないか

ら、私は「異常を訴えるならそれを立証する責任はユー

ザーにあり、音も聞いていない当会が正常や異常の判

断はできない。あなたの苦情は事業者に伝えるので話

し合いをして」と言っただけ。ここは誤解しないで欲

しい、と伝えた。しかし、今回も「専門家のくせに、

異常音くらい聞かんでもわかるだろう。わしが異常だ

と言えば異常だ。貴会はわしの言う異常を事業者に伝

え、無償対応させろ」と再び突然激高した。展開が前

回と似てきたので担当者の名を聞き再度事業者に電話

をしたが、担当者は不在。「誰に連絡してもわしの名

前を知っている」と言っていたので工場長に代わって

貰ったが、把握していなかった。ユーザー名で検索し

て貰ったら内容が分かり、「担当者から連絡するよう

に伝えておきます」と言ったので電話を切った。それ

を相談者に伝えたところ、「それでいい」となぜか興

奮は落ち着いていた。その後双方から連絡はない。

Ｃａｓｅ１０　板金修理入庫中フロントガラスにヒビ
が入った
平成30年３月２日　富山県　女性
車名：不明　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
板金作業を会員指定工場へ依頼し、見積り時はフ

ロントガラスにヒビが無かった。（その時に撮影した

写真にはヒビが無い）車両を預けている整備工場か

ら、フロントガラスに30～40㎝のヒビがあり車検に

通らないと連絡があった。事故が原因でガラスに小

さな傷が入り、それが原因でヒビが入ったのではない

か、と。料金は13万円のところ５万４千円と言われた。

５万４千円は高いのではないか？預けていたのにヒビ

が入ったと言われても納得できない、との相談。

【対応】
当相談所の業務範囲の説明、料金の交渉や、故障原

因の検証などはできないが、法令に関する部分は指導で

きる。今回の場合、整備工場側に相談のあったことを伝

え、解決に向けて話し合っていただくよう言うことがで

きる、と伝える。一般的に、ガラス交換５万４千円は決

して高くはない。また、預けていてヒビが入ったことに

納得いかないのであれば、そのことを訴えて交渉してみ

ればどうかとアドバイスし、相談を終える。
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スキャンツール活用事業場認定制度がスタートしました
　平成25年４月１日よりスキャンツール活用事業場認定［コンピューター・システム診断認定店］
の申請が始まります。認定事業場には下記ツール（のぼり、卓上盾、看板）の掲示が可能となり、
お客様に事業場をアピールするツールとして、ご活用いただけます。

認定要件　①スキャンツール応用研修修了者
　　　　　　又は、一級小型自動車整備士が１名以上勤務していること。
　　　　　②スキャンツールを保有していること。

（J-OBD Ⅱ対応、DTC の読み取り・消去、作業サポート、フリーズフレームデータ、
データモニター、アクティブテストの機能を有するもの。）

　　　　　③ FAINES 通常会員に加入していること。
　　　　　④振興会会員であること。
　　　　　⑤上記ツール（のぼり、卓上盾、看板）のどれか一つ以上の購入

申請に必要なもの
　　　　　・申請用紙⇒ホームページ又は、次ページをコピーしてください。
　　　　　・スキャンツールの写真
　　　　　・応用研修修了証又は一級小型自動車整備士の合格証の写し（コピー）
　　　　　　＊認定には数日お時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。

のぼり（W600㎜× H1,800㎜）
2枚一組、竿無し 1,905円（税抜）

卓上盾（W180㎜× H240㎜）
2,857円（税抜）

看板（W600㎜× H498㎜）
4,333円（税抜）

整
　
　
備
　
　
士

事
　
　
業
　
　
場

申し込み 申請

認定修了証

都　道　府　県　自　動　車　整　備　振　興　会

スキャンツール
活用研修会の開催

◦基本研修（24年４月～）
◦応用研修（25年４月～）

認定審査（25年４月～）

◦応用研修修了者又は
　一級自動車整備士
◦スキャンツール保有
◦ FAINES 加入

研修修了証の交付 コンピュータ・システム
診断認定店

スキャンツール活用事業場認定制度フローチャート
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 NO　　　　　　　　　

スキャンツール活用事業場認定申請書
［コンピューター・システム診断認定店］

平成　  　年　  　月　  　日

住所 電話番号

 認証番号

事業場名 ㊞　  FAINES 会員番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．応用研修修了者又は一級整備士【応用研修修了証又は一級整備士合格証書のコピーが必要となります。】

応用研修修了者又は一級整備士

氏名
応用研修修了証番号又は一級整備士合格証

番号

２．保有スキャンツール【写真が必要となります。】

メーカー名　　　　　　　　　　機種名 シリアル NO

　保有する機能に○をつけてください。

J － OBD Ⅱ対応 データモニター フリーズフレームデーター

DTC 読み取り・消去 作業サポート アクティブテスト

３．認定ツール【１つ以上の購入が必要となります。】

看板（N43720024）

４，３３３円（税抜）

卓上盾（N43710024）

２，８５７円（税抜）

のぼり旗（N43730024）

１，９０５円（税抜）

枚 枚

（２枚一組・竿なし（注））

セット

　＊ツール代金は後日、商品と引き換えでいただきます。

　＊振興会記入欄

振興会認定日

平成　　　　年　　　　月　　　　日

備考

愛媛県自動車整備振興会
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技術相談窓口相談ルール厳守のお願い
並びに厳守事項と依頼書の一部変更について

平成29年９月１日に各ディーラー技術相談窓口担当者と振興会技術委員会委員による「技術
相談窓口担当者意見交換会」を開催しました。

その際、各ディーラー相談窓口の実態と要望を伺ったところ、次の通り現状は、各担当者か
ら同じような実態と要望がありましたので、再度次ページの『技術相談にあたっての厳守事項』
を確認のうえ、相談をお願いします。

今回、『技術相談にあたっての厳守事項』と『整備技術相談依頼書』の一部変更しましたので、
併せてお知らせします。なお、アンダーライン部分が変更箇所となります。

各ディーラー技術相談窓口の現状

・ＦＡＸなしで電話での問い合わせが非常に多い。
→回答するための資料などが準備できないため、回答に時間がかかってしまいます。また、

車両情報がなければ装備などもわからないため、どこを確認すればいいかの範囲が広くなっ
てしまいます。

・現車の点検、確認等を行わず、症状だけで答えを聞いてくる。
→担当者が実車を確認しているわけではないので、不具合部位の推定範囲を小さくするため

に、点検内容や問診内容が重要になります。その情報が少ないほど推定範囲は広くなります。
車の部品個数は約５万にもなります。その中から少しでも推定範囲を小さくしたいもので
す。

・相談時間外（昼休みや夜の業務時間外など）に問い合わせがある。

・問い合わせ者の都合で時間をせかされる。
→担当者の業務は相談窓口の対応だけではありません。自社の仕事を行いながら平行して相

談にのっていただいております。同時に行う業務も多数あります。時には出張もあります。
相談者の先にお客様が待っているのも知っています。相談者には相談者の、担当者には担
当者の都合があります。相談者、担当者、どちらも少しでも円満に話がすすむように、また、
ユーザーにご不便をかけないためにも、ルールを守りましょう！

厳守事項

ＦＡＸ前に担当者にＦＡＸを送る事を電話で伝え、ＦＡＸを送る。

ＦＡＸが届かない場合は、相談に応じません。

＊ 相談後は、結果を報告しましょう！  担当者も人間です。相談ルールを守り、結果の報告が
あれば、次回も丁寧に相談にのっていただけるでしょう！
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必ず守ってください！

技術相談にあたっての厳守事項

厳守事項を守らない方は、技術相談に応じられません。

１．事前に相談窓口担当者に電話し、これから『技術相談依頼書』（別紙）を FAX する

ことを伝えます。その際に 社名、担当者名 を申し出てください。ＦＡＸ
による事前相談がないと、相談に応じられません。

２．事前に 基本点検、ダイアグ診断 等を備え付けの整備マニュアルや技術

資料又はＦＡＩＮＥＳ（ファイネス：整備情報システム）で確認して点検を行い、『技

術相談依頼書』に必要事項（点検結果等）をもれなく記入し、相談窓口担当者にＦＡ

Ｘしてください。

３．相談は、上記２．で基本点検、ダイアグ診断等を行った、整備主任者、２級整備士で 

技術に関して詳しい方 が行ってください。

４．相談時間帯は、 午前10時～午後４時 までとし、昼食時（12時～13時）は

避けること。

５．相談内容は、原則として 15分以内 で行うこととします。

６．担当者が休みの場合があります。予めご了承ください。

７．取扱車種以外の相談、質問はしないでください。

８．タイミングベルト 及び セキュリティー関係（イモビライザ、スマー

トキー等）の相談は お断りします。（タイミングベルトは、商工組合でマニュ

アルをお買い求めいただくか、ＦＡＩＮＥＳにご加入ください。）

９．諸元・基準値及び整備料金に関する相談は、お断りします。

10．フリーダイヤルでの技術相談はお断りします。

11．整備マニュアル等自動車メーカーの著作物をコピー、ＦＡＸすることは自動車メー

カーの著作権を侵害する恐れがありますので、相談に当たって、これらを要求する

ことは厳に慎んでください。

12．相談後は、相談窓口担当者に結果報告とお礼のＦＡＸをしてください。
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Ⅳ．
整備技

術

関係情
報

当該技術相談は（一社）福岡県自動車整備振興会の
ご協力により情報提供を受けたものです。
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街頭検査実施結果のお知らせ

　愛媛運輸支局、警察、自動車技術総合機構、軽自動車検査協会及び振興会支部会員の皆
様方のご協力により街頭検査を実施し、整備不良車、違法改造車の排除と「自動車の保守
管理責任の啓蒙と点検整備の重要性、必要性等」の指導を行いましたので、下記の通りご
報告いたします。

◦◦　お疲れ様でした　◦◦
実施日時　　平成30年９月26日（水）　13時30分～15時30分
実施場所　　八幡浜市保内町宮内３－150　国道197号　大峠トンネル手前交通検問所
協力支部　　西予支部（半島ブロック）
出動人数　　国土交通省２名、警察３名、自動車機構１名、振興会会員８名
　　　　　　振興会事務局１名

合計出動人数　15名

検査車両数　　　　　　　　103台
不良車両数　　　　　　　　０台 …………不良車両数の割合０％
整備命令交付車両数　　 　０台
検査証有効期間切れ車両数 ０台
定期点検整備未実施件数 24件……未実施車両数の割合23.3％
特種車両警告書件数 ０件
整備不良車両関係（口頭警告件数） ０件　　車両法第54条
整備不良車両関係（命令交付件数） ０件　　車両法第54条
不正改造車両関係（口頭警告件数） ０件　　車両法第54条の２
不正改造車両関係（命令交付件数） ０件　　車両法第54条の２

装置別の保安基準不適合箇所数内容
 ※合計不良箇所件数　   ０件

Ⅴ
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平成30年度　検査台数報告

（平成30年８月分）

Ⅵ．
統 計

・

資料関
係

登録自動車

平成30年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

８月 452 600 14,145 1,975 14,597 2,575 74,149 15,778

対前年同月比 120.2% 113.0% 93.4% 98.2% 94.0% 101.3% 90.6% 116.8%

前年同月 376 531 15,150 2,011 15,526 2,542 81,846 13,509

軽自動車

平成30年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

８月 509 238 12,039 2,607 12,548 2,845 66,657 15,528

対前年同月比 145.4% 121.4% 97.1% 96.8% 98.5% 98.5% 95.0% 96.6%

前年同月 350 196 12,394 2,693 12,744 2,889 70,145 16,081

登録車・軽

平成30年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

８月 961 838 26,184 4,582 27,145 5,420 140,806 31,306

対前年同月比 132.4% 115.3% 95.1% 97.4% 96.0% 99.8% 92.6% 105.8%

前年同月 726 727 27,544 4,704 28,270 5,431 151,991 29,590
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四国の自動車保有台数と販売状況（速報）
平成　  年　  月の30　 ８

四国運輸局

徳　　島 香　　川 愛　　媛 高　　知 計

検
　
　
　
査
　
　
　
自
　
　
　
動
　
　
　
車

前 年 同 月 末 車 両 数 315,418 402,821 491,460 254,254 1,463,953
前 月 末 車 両 数 315,029 403,055 490,881 254,111 1,463,076

登
　
録
　
自
　
動
　
車

新
　
規
　
登
　
録

新
　
車

前　 月 1,420 2,086 2,492 1,261 7,259
当　 月 1,217 1,660 2,191 1,079 6,147
前 月 比 85.7 79.6 87.9 85.6 84.7

中
　
古

前　 月 463 614 686 301 2,064
当　 月 438 678 762 338 2,216
前 月 比 94.6 110.4 111.1 112.3 107.4

計
前　 月 1,883 2,700 3,178 1,562 9,323
当　 月 1,655 2,338 2,953 1,417 8,363
前 月 比 87.9 86.6 92.9 90.7 89.7

抹 消 登 録 1,496 2,112 2,597 1,122 7,327
管 轄 変 更（ 入 ） 612 1,077 1,255 374 3,318
管 轄 変 更（ 出 ） 738 1,329 1,786 705 4,558

小 型 二 輪 車　 増 減 16 63 56 44 179
当 月 末 車 両 数 315,078 403,092 490,762 254,119 1,463,051

対 前 年 同 月 比 99.9 100.1 99.9 99.9 99.9
対 前 月 比 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

軽
　
　
　
自
　
　
　
動
　
　
　
車

前 年 同 月 末 車 両 数 308,680 386,023 532,474 312,066 1,539,243
前 月 末 車 両 数 309,332 387,762 534,476 312,271 1,543,841

検
査
対
象
軽
自
動
車

届
　
　
　
　
　
出

新
　
車

前　 月 1,194 1,889 2,254 1,302 6,639
当　 月 977 1,509 1,930 1,129 5,545
前 月 比 81.8 79.9 85.6 86.7 83.5

中
　
古

前　 月 455 568 837 474 2,334
当　 月 426 485 747 402 2,060
前 月 比 93.6 85.4 89.2 84.8 88.3

計
前　 月 1,649 2,457 3,091 1,776 8,973
当　 月 1,403 1,994 2,677 1,531 7,605
前 月 比 85.1 81.2 86.6 86.2 84.8

検 査 証 返 納 1,236 1,558 2,365 1,190 6,349
転 入・ 転 出 －40 －187 －204 －179 －610

軽 二 輪 車　 増 減 53 72 91 35 251
当 月 末 車 両 数 309,512 388,083 534,675 312,468 1,544,738

対 前 年 同 月 比 100.3 100.5 100.4 100.1 100.4
対 前 月 比 100.1 100.1 100.0 100.1 100.1

総
　
合
　
計

前 年 同 月 末 車 両 数 624,098 788,844 1,023,934 566,320 3,003,196
前 月 末 車 両 数 624,361 790,817 1,025,357 566,382 3,006,917
当 月 末 車 両 数 624,590 791,175 1,025,437 566,587 3,007,789

対 前 年 同 月 比 100.08 100.30 100.15 100.05 100.15
対 前 月 比 100.04 100.05 100.01 100.04 100.03

小型二輪車増減欄は、当月の小型二輪車の増減車両数の差引値
検査対象軽自動車の転入・転出欄は、当月の検査対象軽自動車の転入・転出による増減車両数の差引値
軽二輪車増減欄は、当月の軽二輪車の転入・転出による増減車両数を除いた増減車両数の差引値（速報値）
総合計の対前年同月比及び対前月比は、変化が小さいため小数点以下第２位まで算出している
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Ⅶ.

平成31年版 車検予約用カレンダーのご注文を承ります

日頃は、商工組合事業にご支援ご協力頂き感謝申し上げます。

「車検予約用カレンダー」は例年通りご希望の組合員さんに無料で配布することにいた

しました。ご希望の方は、お手数ではございますが以下の注文書に必要事項をご記入の上、

10月31日（水）までに商工組合までお申し込みください。

本年も希望者のみの配布とさせていただきます。お申し込みのない方への配布は行いま

せんのでご留意ください。

・・・・・平成31年版 車検予約用カレンダー注文書・・・・・
ＦＡＸ：０８９－９１４－８４１２
□に 印をしてください。

□　事業場単独注文

認証番号 ブロック名

事業場名

所 在 地

Ｔ Ｅ Ｌ

□　ブロック一括注文

ブロック名 件　数 件　

ブロック長
事業場名・氏名

Ｔ Ｅ Ｌ

— 46 —



— 47 —



— 48 —



— 49 —



価格は平成30年11月末までのものです。
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価格は平成30年11月末までのものです。

価格は平成30年11月末までのものです。
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価格は平成30年11月末までのものです。
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︿施工効果﹀
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いただき

いただき
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指定工場の皆さんへ

自動車検査員必携
追録第17号発行のお知らせ

　自動車検査員必携・追録第17号（平成29年10月１日現在）

が発行されましたので、お知らせいたします。追録第16

号まで差替え済みであることをご確認の上、商工組合５

番窓口でお買い求めください。

　各事業場における必要数をご確認の上ご注文いただき

ますよう、ご協力をお願いいたします。

販売価格　　１，０８０円（税込）
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　㈱日本政策金融公庫における、貸付（融資）期間の一部の利率が改訂

されたのでお知らせいたします。

　詳細につきましては、日本政策金融公庫ホームページ「http://www.

jfc.go.jp/」の金利情報及び融資制度をご覧ください。

　

記

貸付制度等 新利率（年利％） 旧利率（年利％） 実施日

基準利率
１. １６

（１. １６～２. ３５）
１. １６

（１. １６～２. ３５）
９月10日

小規模事業者
経営改善資金

１. １１ １. １１

（注１）基準利率は、貸付期間５年以内の利率です。

（注２）基準利率の（　）外は、中小企業事業の標準的な利率です。また、

（　）内は、国民生活事業の担保を提供する融資の利率です。

（注３）「小規模事業者経営改善資金」は、国民生活事業の「特利Ｆ」の

利率です。

― 各商工組合・道内事業協同組合の皆様へ ―
皆さまからの“ふれあい情報”をお待ちしております。

㈱日本政策金融公庫の貸付利率の
改訂について
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組合員

（電話番号の掛け間違いにご注意ください）
会社：０９２－２９２－４４３９
携帯：０９０－８８３６－７７８４商品概要問合わせ先：㈲Ｄ１ケミカル　TEL：０９２－２９２－４４３９
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点検区分等 　

　 対 象 車 種

主　な　車　種　等

定期点検の間隔 車検証の 
有効期間

使用記録簿 
（車検）

月
か
３

３
表
別

月
か
３

４
表
別

月
か
６

５
表
別 １
　
　

年 ６
表
別 １
　
　

年 ７
表
別 初
　
　

回 降
以
目
回
２ 認

　
　

証

指
　
　

定

運　

送　

事　

業　

用

客
旅 普通・小型 バス、タクシー、ハイヤー ○ １年 1 8

軽 軽福祉タクシー ○ ２年 1 8

貨
　
物

車両総重量８ｔ以上

貨物運送事業者のトラック（３輪車含む）

○ １年 1 8
車両総重量８ｔ以上（トレーラ） ○ １年 2 9
車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 1 8
車両総重量８ｔ未満（トレーラ） ○ 2年 1年 2 9
軽（旅客を除く） ● ２年 6 11
二輪 ● 3年 2年 7 12

柩
霊 通常タイプ 霊柩車 ○ ２年 1 8

定員11名以上 霊柩車バス形状 ○ １年 1 8

自　

家　

用

貨
　
物

車両総重量８ｔ以上

トラック（３輪車を含む）

○ １年 1 8
車両総重量８ｔ以上（トレーラ） ○ １年 2 9
車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 3 10
車両総重量８ｔ未満（トレーラ） ○ 2年 1年 3 10

軽 ● ２年 6 11
定員11名以上 バス、マイクロバス ○ １年 1 8
幼児専用車 園児送迎車（大人換算10名以下） ○ １年 3 10

用
乗

普通・小型
一般の乗用車（マイカー）

● 3年 2年 5 11
軽 ● 3年 2年 6 11
三輪 ○ ２年 3 10

輪
二 小型 250ccを超えるバイク（側車付二輪自動車含む） ● 3年 2年 7 12

検査対象外軽自動車 125ccを超え250cc以下のバイク（側車付二輪自動車含む） ● な　し 7

特
　
種

普通・小型 キャンピング車 8t以上○ ○ ２年 1又は3 8又は10

物
貨 車両総重量８ｔ以上 給油車、タンク車、給水車、現金輸送車、 

コンクリートミキサー車、ボート・トレーラー、 
冷蔵冷凍車、活魚運搬車、散水車、塵芥車

○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9

車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 3 10

軽 ● ２年 6 11

殊
特
型
大 車両総重量８ｔ以上 ホイール・クレーン ○ ２年 1 8

車両総重量８ｔ未満 フォークリフト ○ ２年 3 10

物
貨 車両総重量８ｔ以上 ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー ○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 3 10

検査対象外軽自動車 そり付、カタピラ付軽自動車 ○ な　し 3

レ　

ン　

タ　

カ　

貨
　
物

車両総重量８ｔ以上
トラック（３輪車を含む）

○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ ﾄﾚｰﾗ○ 2年 1年 1又は2 8又は9

軽 ○ ２年 3 10
定員11名以上 マイクロバス ○ １年 1 8
幼児専用車 園児送迎車 ○ １年 1 8

乗
　
用

普通・小型
一般の乗用車（マイカー型）

○ 2年 1年 3 10
軽 ○ ２年 3 10
三輪 ○ 2年 1年 1 8

輪
二 小型 250ccを超えるバイク（側車付二輪自動車含む） ○ 2年 1年 3 10

検査対象外軽自動車 125ccを超え250cc以下のバイク（側車付二輪自動車含む） ○ な　し 3

特
　
種

普通・小型 キャンピング車 ○ 2年 1年 1 8

物
貨 車両総重量８ｔ以上 タンク車、冷蔵冷凍車等 ○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ ﾄﾚｰﾗ○ 2年 1年 1又は2 8又は9

軽 ○ ２年 3 10

殊
特
型
大 車両総重量８ｔ以上 ホイール・クレーン ○ 2年 1年 1 8

車両総重量８ｔ未満 フォークリフト ○ 2年 1年 1 8

物
貨 車両総重量８ｔ以上 ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー ○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ ﾄﾚｰﾗ○ 2年 1年 1又は2 8又は9

検査対象外軽自動車 そり付、カタピラ付軽自動車 ○ な　し 1

自動車検査証の有効期間及び定期点検の間隔・使用記録簿の早見表
２０１３.９

※別表３　　事業用等
　別表４　　被牽引自動車
　別表５　　自家用貨物等
　別表６　　自家用乗用等
　別表７　　小型二輪等

※記録簿　 認証 …№１ 事業用等・№２ 被牽引自動車・№３ 自家用貨物等・№４ 自家用乗用等（1年）・
　　　　　 　　 　№５ 自家用乗用等（2年）・№６ 自家用乗用等（軽）・№７ 二輪自動車
　　　　　 指定 …№８ 事業用等・№９ 被牽引自動車・№ 10 自家用貨物等・№ 11 自家用乗用等・№ 12 二輪自動車
　

　　　　　　 点検基準は別表４、記録簿は認証が№２、指定が№９
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債権回収、お困りではありませんか？

売掛未収金回収制度のご案内
お客様が修理代や車検代を払ってくれない…
電話や郵送で何度も請求するのが大変…

　新しくなった『売掛未収金回収制度』は、回収専門の弁護士事務所に
回収業務を委託し、あなたの事業場を力強く支援します。

おすすめポイント
 回収できるまでは、費用ゼロ！
完全成功報酬制なので事前の費用負担なし。
回収できた場合のみ、回収額のうち業務委託手数料として30%をお支払い
いただきます。（法律事務所委託手数料25%、商工組合制度運用経費５%）

 本来の業務に集中できる！
未収金回収の対応は全て法律事務所が行います。
法律事務所の弁護士があなたに代わって電話や督促状で繰り返し請求します。

 金額、内容に制限無し！昔の未収金でもＯＫ！
少額の債権や、途中まで支払われた債権も承ります。
内容は車検・点検整備・車の代金等、業務に関わるあらゆるものが対象です。
償却（貸し倒れ）手続きをしたものでも依頼できます。

※時効を主張されているものや業務などに紛争を提起されているもの、債務者が自己破産している場
合等、対象外となりお引き受けできないものもあります。

2018. ３月度の状況

業務対象総額 入金累計額 実質回収率

14,944,866円 5,576,506円 37.3％

お問い合せ ・ お申込みは　愛媛県自動車整備商工組合
TEL 089-956-7677 　FAX 089-914-8412
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